社会福祉法人全国盲ろう者協会　組織規程

（目的）
第１条　この規程は定款に定めるもののほか、社会福祉法人全国盲ろう者協会（以下、「協会」という。）の組織に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

（組織）
第２条　協会の事務局には、事務局長及び事務局次長を置くほか、総務部及び組織部を置く。

（総務部）
第３条　総務部には、総務部長及び事業担当課を置く。ただし、総務部長は、事務局長又は事務局次長の職にある者をもつてこれにあてる。

（組織部）
第４条　組織部には、組織部長を置く。

（所管事項）
第５条　総務部の所管事項は、次の各号のとおりとする。
（１）役員及び評議員に関する事項
（２）人事、労務及び経理に関する事項
（３）事業計画、事業報告、予算、決算に関する事項
（４）会員及び会費に関する事項
（５）厚生労働省委託事業の実施に関する事項
（６）各種助成事業の実施に関する事項
（７）自主・協力事業の実施に関する事項
（８）その他協会の他の組織の所管しない事項

第６条　組織部の所管事項は、次の各号のとおりとする。
（１）盲ろう者団体ネットワークに関する事項
（２）国、地方公共団体及び他の障害者団体その他の関係団体との連絡調整に関する事項
（３）世界盲ろう者連盟その他の国際組織との連絡調整に関する事項
（４）国又は地方公共団体への要望に関する事項

（委任規定）
第７条　この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が定める。

附則
（施行日）
この規程は、２０２５年４月１日から施行する。
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